
 
 

［議案第１５６号］資料 

 

堅田小学校長寿命化改良等工事 

 

１ 工事場所  大津市本堅田三丁目 

２ 工事概要  長寿命化改良等工事（建築工事） 一式 

 ⑴ 校舎棟 

ア 構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造４階建 

イ 延床面積 約８，１６３平方メートル 

ウ 内  容 内部改修工事、外壁改修工事、屋上防水改修工事、渡り廊下改修工事ほか 

 ⑵ 屋内運動場 

  ア 構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

  イ 延床面積 約１，１８２平方メートル 

  ウ 内  容 内部改修工事、外壁改修工事、屋根改修工事ほか 

３ 契約方法等 

 ⑴ 契約方法  一般競争入札 

 ⑵ 入 札 日  令和５年９月２６日 

４ 契約金額  １，５１６，９００，０００円 

５ 契約の相手方  蒲生郡竜王町大字山之上３２７６番地 

           株式会社ヤマタケ創建 

６ 工期等 

 ⑴ 仮契約  令和５年１０月３日 

 ⑵ 工 期  議会議決日の翌開庁日から令和８年３月２３日まで 



 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 開 札 結 果 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                             （単位：円） 

 Ｎｏ． 業 者 名 金     額 

市 
 

内 

１ ㈱ 内 田 組 １，３８０，０００，０００  

２ 大 輪 建 設 ㈱ １，３１０，９００，０００ 失 格 

３ ㈱ 奥 村 組  辞 退 

４ ㈱ 笹 川 組 １，３３９，０００，０００ 失 格 

５ ㈱Ｐｌｕｓ建築舎  辞 退 

６ 松 井 工 業 ㈱ １，３２３，０００，０００ 失 格 

７ ミ ノ ベ 建 設 ㈱  辞 退 

市 
 

外 

８ ㈱ 秋 村 組 １，４２４，５００，０００  

９ ㈱ 伊 藤 組 １，２６０，０００，０００ 失 格 

１０ 京 都 建 物 辻正㈱ １，４０１，０００，０００  

１１ ㈱ 桑 原 組 １，４３５，０００，０００  

１２ 杉 橋 建 設 ㈱ １，６３９，０００，０００  

１３ た ち 建 設 ㈱ １，４２０，０００，０００  

１４ 辻 寅 建 設 ㈱ １，４０４，９００，０００  

１５ 八 田 建 設 ㈱ １，３８６，５００，０００  

１６ ㈱ ヤ マ タ ケ創建 １，３７９，０００，０００ 落 札 

       予 定 価 格（消費税額等を除く。）   １，４８５，０００，０００円 

       最低制限価格（消費税額等を除く。）   １，３６６，２００，０００円 

       入 札 書 記 載 金 額   １，３７９，０００，０００円 

       消 費 税 額 等     １３７，９００，０００円 

       契 約 金 額   １，５１６，９００，０００円 



 
 

堅田小学校長寿命化改良等工事、堅田小学校長寿命化改良等電気設備工事及び

堅田小学校長寿命化改良等機械設備工事 

 

 

 

 

 

  

工事場所（本堅田三丁目） 

大津市立堅田小学校 

Ｓ＝１：２，５００ 

大津市立 
堅田中学校 

滋賀県立 
堅田高等学校 

大津市立 
堅田幼稚園 

位置図 

大津市役所 
堅田支所 



 
 

配置図 

 

  

仮
設
校
舎

別
途
契
約

 

渡り廊下 

改修対象 

北校舎 

屋内運動場 

南校舎 

 



 
 

工事内容 

１ 堅田小学校長寿命化改良等工事 

改修対象 内容 

校舎棟 

（北校舎及び南校舎） 
内部改修（床、壁、天井、建具等）及び外部改修（外壁、屋上防水等） 

屋内運動場 内部改修（床、壁、天井、建具等）及び外部改修（外壁、屋根等） 

渡り廊下 改修（床、壁、天井等） 

２ 堅田小学校長寿命化改良等電気設備工事 

区分 内容 

受変電設備工事 キュービクルの更新 

幹線設備工事 分電盤及び配管配線の更新 

電灯動力設備工事 照明器具のＬＥＤ化及びコンセントの更新 

電話用配管設備工事 電話機等の更新 

情報用配管設備工事 ＬＡＮ受口等の更新 

テレビ共同受信設備工

事 
テレビ受口等の更新 

拡声設備工事 スピーカー等の更新 

自動火災報知設備工事 感知器等の更新 

その他電気設備工事 インターホン等の更新 

３ 堅田小学校長寿命化改良等機械設備工事 

区分 内容 

空気調和設備工事 空調設備の更新 

換気設備工事 換気扇の更新 

衛生器具設備工事 衛生器具の更新及びトイレの洋式化 

給水設備工事 受水槽、ポンプ及び給水配管の更新 

排水設備工事 排水配管及び排水桝
ます

の更新 

給湯設備工事 給湯器及び給湯配管の更新 

消火設備工事 消火水槽、ポンプ及び消火配管の更新 

ガス設備工事 ガス器具及びガス配管の更新 

撤去工事 既存機器及び既存配管の撤去 

 



 
 

［議案第１５７号］資料 

 

堅田小学校長寿命化改良等電気設備工事 

 

１ 工事場所  大津市本堅田三丁目 

２ 工事概要 

受変電設備工事 一式 

幹線設備工事 一式 

電灯動力設備工事 一式 

電話用配管設備工事 一式 

情報用配管設備工事 一式 

テレビ共同受信設備工事 一式 

拡声設備工事 一式 

自動火災報知設備工事 一式 

その他電気設備工事 一式 

３ 契約方法等 

 ⑴ 契約方法  受注希望型指名競争入札 

 ⑵ 入 札 日  令和５年９月２０日 

４ 契約金額  ２７４，５６０，０００円 

５ 契約の相手方  大津市皇子が丘二丁目６番１３号 

           アマナエレン株式会社 

６ 工期等 

 ⑴ 仮契約  令和５年９月２７日 

 ⑵ 工 期  議会議決日の翌開庁日から令和８年３月２３日まで 



 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 開 札 結 果 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

                             （単位：円） 

 Ｎｏ． 業 者 名 金     額 

市 
 

内 

１ ア マ ナ エ レン㈱ ２４９，６００，０００ 落 札 

２ ㈱ ケ イ テ ッ ク ３１４，６６０，０００  

３ 三 協 電 気 工業㈱ ３２０，０００，０００  

４ 山 中 電 工 ㈱  欠 席 

       予 定 価 格（消費税額等を除く。）    ２５２，８００，０００円 

       最低制限価格（消費税額等を除く。）    ２３２，５７６，０００円 

       入 札 書 記 載 金 額    ２４９，６００，０００円 

       消 費 税 額 等     ２４，９６０，０００円 

       契 約 金 額    ２７４，５６０，０００円 



 
 

［議案第１５８号］資料 

 

堅田小学校長寿命化改良等機械設備工事 

 

１ 工事場所  大津市本堅田三丁目 

２ 工事概要 

空気調和設備工事 一式 

換気設備工事 一式 

衛生器具設備工事 一式 

給水設備工事 一式 

排水設備工事 一式 

給湯設備工事 一式 

消火設備工事 一式 

ガス設備工事 一式 

撤去工事 一式 

３ 契約方法等 

 ⑴ 契約方法  受注希望型指名競争入札 

 ⑵ 入 札 日  令和５年９月２６日 

４ 契約金額  ２７５，０００，０００円 

５ 契約の相手方  大津市下阪本一丁目１９番３号 

           株式会社幸栄 

６ 工期等 

 ⑴ 仮契約  令和５年１０月３日 

 ⑵ 工 期  議会議決日の翌開庁日から令和８年３月２３日まで 



 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 開 札 結 果 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

                             （単位：円） 

 Ｎｏ． 業 者 名 金     額 

市 

 

  

内 

１ ㈱ 内 田 設 備工業  欠 席 

２ ㈲大沢設備工業所  欠 席 

３ 大 津 マ ル ヰ ㈱  欠 席 

４ 奥 村 管 工 ㈱ ２６５，０００，０００  

５ ㈱ 角 田 設 備  欠 席 

６ 関 西 設 備 工業㈱ ２５８，５００，０００  

７ ㈱高木工業所大津  欠 席 

８ ㈱ 西 山 工 業  辞 退 

９ ㈱ 日 新 設 備  欠 席 

１０ ㈱ 幸 栄 ２５０，０００，０００ 落 札 

１１ ㈱ 吉 田 工 業  欠 席 

       予 定 価 格（消費税額等を除く。）    ２６０，７００，０００円 

       最低制限価格（消費税額等を除く。）    ２３９，８４４，０００円 

       入 札 書 記 載 金 額    ２５０，０００，０００円 

       消 費 税 額 等     ２５，０００，０００円 

       契 約 金 額    ２７５，０００，０００円 



 
 

［議案第１５９号］資料 

 

膳所小学校長寿命化改良等工事 

 

１ 工事場所  大津市中庄二丁目 

２ 工事概要  長寿命化改良等工事（建築工事） 一式 

 ⑴ 校舎棟 

ア 構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造３階建 

イ 延床面積 約６，９２７平方メートル 

ウ 内  容 内部改修工事、外壁改修工事、屋上防水改修工事ほか 

 ⑵ 屋内運動場 

  ア 構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

  イ 延床面積 約１，２７４平方メートル 

  ウ 内  容 内部改修工事、外壁改修工事、屋根改修工事ほか 

３ 契約方法等 

 ⑴ 契約方法  一般競争入札 

 ⑵ 入 札 日  令和５年９月２２日 

４ 契約金額  １，２２１，０００，０００円 

５ 契約の相手方  株式会社桑原組 

           契約締結者 

   大津市におの浜一丁目１番２４号 

             株式会社桑原組大津本店長 

６ 工期等 

 ⑴ 仮契約  令和５年９月２９日 

 ⑵ 工 期  議会議決日の翌開庁日から令和８年３月２３日まで 



 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 開 札 結 果 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

                             （単位：円） 

 Ｎｏ． 業 者 名 金     額 

市 
 

内 

１ ㈱ 内 田 組 ９５０，０００，０００ 失 格 

２ 大 輪 建 設 ㈱ １，０３９，０００，０００ 失 格 

３ ㈱ 奥 村 組  欠 席 

４ ㈱ 笹 川 組 １，０３５，０００，０００ 失 格 

５ ㈱Ｐｌｕｓ建築舎  辞 退 

６ 松 井 工 業 ㈱  無 効 

７ ミ ノ ベ 建 設 ㈱  辞 退 

市 
 

外 

８ ㈱ 秋 村 組 １，０１２，０００，０００ 失 格 

９ ㈱ 奥 田 工 務 店 １，１７７，０００，０００  

１０ 京 都 建 物 辻正㈱ ９４８，０００，０００ 失 格 

１１ ㈱ 桑 原 組 １，１１０，０００，０００ 落 札 

１２ 杉 橋 建 設 ㈱ ９０７，３００，０００ 失 格 

１３ た ち 建 設 ㈱ ９２２，０００，０００ 失 格 

１４ 辻 寅 建 設 ㈱ ９８８，８００，０００ 失 格 

１５ ㈱ ヤ マ タ ケ創建 ９３５，０００，０００ 失 格 

       予 定 価 格（消費税額等を除く。）   １，１６２，０００，０００円 

       最低制限価格（消費税額等を除く。）   １，０６９，０４０，０００円 

       入 札 書 記 載 金 額   １，１１０，０００，０００円 

       消 費 税 額 等     １１１，０００，０００円 

       契 約 金 額   １，２２１，０００，０００円 



 
 

膳所小学校長寿命化改良等工事、膳所小学校長寿命化改良等電気設備工事

及び膳所小学校長寿命化改良等機械設備工事 

 

  

Ｓ＝１：２，５００ 

位置図 

工事場所（中庄二丁目） 

大津市立膳所小学校 

大津市立 
膳所幼稚園 



 
 

配置図 

  

屋内運動場 

 改修対象 

仮設校舎（別途契約） 

北校舎 

中校舎 

南校舎 



 
 

工事内容 

１ 膳所小学校長寿命化改良等工事 

改修対象 内容 

校舎棟 

（北校舎、中校舎及び南

校舎） 

内部改修（床、壁、天井、建具等）及び外部改修（外壁、屋上防水等） 

屋内運動場 内部改修（床、壁、天井、建具等）及び外部改修（外壁、屋根等） 

２ 膳所小学校長寿命化改良等電気設備工事 

区分 内容 

受変電設備工事 キュービクルの更新 

幹線設備工事 分電盤及び配管配線の更新 

電灯動力設備工事 照明器具のＬＥＤ化及びコンセントの更新 

電話用配管設備工事 電話機等の更新 

情報用配管設備工事 ＬＡＮ受口等の更新 

テレビ共同受信設備工

事 
テレビ受口等の更新 

拡声設備工事 スピーカー等の更新 

自動火災報知設備工事 感知器等の更新 

その他電気設備工事 インターホン等の更新 

３ 膳所小学校長寿命化改良等機械設備工事 

区分 内容 

空気調和設備工事 空調設備の更新 

換気設備工事 換気扇の更新 

衛生器具設備工事 衛生器具の更新及びトイレの洋式化 

給水設備工事 給水配管の更新 

排水設備工事 排水配管及び排水桝
ます

の更新 

給湯設備工事 給湯器及び給湯配管の更新 

消火設備工事 消火水槽、ポンプ及び消火配管の更新 

ガス設備工事 ガス器具及びガス配管の更新 

撤去工事 既存機器及び既存配管の撤去 

 



 
 

［議案第１６０号］資料 

 

膳所小学校長寿命化改良等電気設備工事 

 

１ 工事場所  大津市中庄二丁目 

２ 工事概要 

受変電設備工事 一式 

幹線設備工事 一式 

電灯動力設備工事 一式 

電話用配管設備工事 一式 

情報用配管設備工事 一式 

テレビ共同受信設備工事 一式 

拡声設備工事 一式 

自動火災報知設備工事 一式 

その他電気設備工事 一式 

３ 契約方法等 

 ⑴ 契約方法  受注希望型指名競争入札 

 ⑵ 入 札 日  令和５年９月２０日 

４ 契約金額  ２４６，６２０，０００円 

５ 契約の相手方  大津市朝日が丘二丁目１番３６号 

           三協電気工業株式会社 

６ 工期等 

 ⑴ 仮契約  令和５年９月２７日 

 ⑵ 工 期  議会議決日の翌開庁日から令和８年３月２３日まで 



 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 開 札 結 果 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

                             （単位：円） 

 Ｎｏ． 業 者 名 金     額 

市 
 

内 

１ ア マ ナ エ レン㈱ ２３９，０００，０００  

２ ㈱ ケ イ テ ッ ク ２４５，０００，０００  

３ 興 武 電 設 ㈱  辞 退 

４ 三 協 電 気 工業㈱ ２２４，２００，０００ 落 札 

５ 山 中 電 工 ㈱  欠 席 

       予 定 価 格（消費税額等を除く。）    ２２７，０００，０００円 

       最低制限価格（消費税額等を除く。）    ２０８，８４０，０００円 

       入 札 書 記 載 金 額    ２２４，２００，０００円 

       消 費 税 額 等     ２２，４２０，０００円 

       契 約 金 額    ２４６，６２０，０００円 

 



 
 

［議案第１６１号］資料 

 

膳所小学校長寿命化改良等機械設備工事 

 

１ 工事場所  大津市中庄二丁目 

２ 工事概要 

空気調和設備工事 一式 

換気設備工事 一式 

衛生器具設備工事 一式 

給水設備工事 一式 

排水設備工事 一式 

給湯設備工事 一式 

消火設備工事 一式 

ガス設備工事 一式 

撤去工事 一式 

３ 契約方法等 

 ⑴ 契約方法  受注希望型指名競争入札 

 ⑵ 入 札 日  令和５年９月１５日 

４ 契約金額  ２３４，１９０，０００円 

５ 契約の相手方  大津市神領三丁目１４番７号 

           奥村管工株式会社 

６ 工期等 

 ⑴ 仮契約  令和５年９月２２日 

 ⑵ 工 期  議会議決日の翌開庁日から令和８年３月２３日まで 



 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 開 札 結 果 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

                             （単位：円） 

 Ｎｏ． 業 者 名 金     額 

市 

 

  

内 

１ ㈱ 内 田 設 備工業  欠 席 

２ ㈲大沢設備工業所  欠 席 

３ 大 津 マ ル ヰ ㈱  欠 席 

４ 奥 村 管 工 ㈱ ２１２，９００，０００ 落 札 

５ ㈱ 角 田 設 備  欠 席 

６ 関 西 設 備 工業㈱ ２４６，０００，０００  

７ ㈱高木工業所大津  欠 席 

８ ㈱ 西 山 工 業  辞 退 

９ ㈱ 日 新 設 備 ２６０，０００，０００  

１０ ㈱ 幸 栄 ２４２，０００，０００  

１１ ㈱ 吉 田 工 業  欠 席 

       予 定 価 格（消費税額等を除く。）    ２１８，７００，０００円 

       最低制限価格（消費税額等を除く。）    ２０１，２０４，０００円 

       入 札 書 記 載 金 額    ２１２，９００，０００円 

       消 費 税 額 等     ２１，２９０，０００円 

       契 約 金 額    ２３４，１９０，０００円 



［議案第１６２号資料］ 

 

指定管理者の指定について（大津市立老人福祉センター） 

 

１ 主な管理業務 

⑴ 生活、身上等に関する相談及び指導に関する業務 

⑵ 保健及び疾病の予防に関する相談及び指導に関する業務 

⑶ 後退機能の回復訓練及び回復指導に関する業務 

⑷ 教養の向上及びレクリエーション等の指導に関する業務 

⑸ 生業及び就労に関する相談に関する業務 

⑹  健康寿命の延伸に関する事業 

⑺ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項に規定する通所介護 

⑻ 介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業 

⑼ その他老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の２第３項に規定する老人デイサ

ービス事業 

⑽ その他市長が定める業務 

 

２ 選定委員会の委員 

  京都ノートルダム女子大学教授（委員長）、弁護士、公認会計士、健康保険部次長、介護保険

課長 計５人 

 

３ 選定経過  

⑴ 第１回選定委員会（令和５年７月１４日） 

  ア 委員の任命及び委嘱 

イ 指定候補者の選定方法、管理を行わせようとする法人等として指名するものの審議。管 

理を行わせようとする法人等として、社会福祉法人大津市社会福祉事業団（以下「事業団」

という。）を指名 

    ＜指名の理由＞ 

     大津市立老人福祉センター（以下「センター」という。）において実施している老人デ

イサービス事業（以下「併設デイサービス事業」という。）については、センターの健康

づくりの拠点施設としての機能を充実させることに合わせて、令和６年度から５年間に

わたり、順次これを廃止することとしている。 

併設デイサービス事業を廃止するに当たっては、代替となるサービスの利用調整等、

既存の利用者に対する丁寧な対応を行うことにより、廃止による影響を最小限にとどめ

ることが最も重要であることから、次期指定管理者としては、併設デイサービス事業や

利用者の現状を熟知している現指定管理者である事業団が最も適当である。 

よって、次期指定管理者の選定に当たっては、一般公募を行わず、管理を行わせよう

とする法人等として事業団を指名するものである。 

 ウ 仕様書、選定基準等の審議 

⑵ 指名通知（令和５年７月２８日） 
⑶ 申請書受理（令和５年９月１日） 
⑷ 第２回選定委員会（令和５年９月１５日） 
   申請書の書面審査及びヒアリングに係る評価項目の審議 
⑸ 第３回選定委員会（令和５年１０月２日） 

ヒアリングの実施、評価項目に基づく審査、採点結果の報告及び候補者の決定 



 

４ 主な審査項目 

 安定的な運営、サービスの向上、経費の縮減 

 

５ 指定管理者 

 大津市浜大津四丁目１番１号 

  社会福祉法人大津市社会福祉事業団 

 

６ 選定理由 

  施設の設置目的及び管理運営に関する基本的な考え方を十分に理解しているとともに、類似

施設の管理運営の経験及び実績を活
い

かした安定的な運営が期待できるため 
 

７ 指定期間 

 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 



［議案第１６３号資料］ 
 

指定管理者の指定について（大津市民会館） 
 
１ 主な管理業務 
 ⑴ 大津市民会館条例（昭和４９年条例第４３号）第３条に規定する事業の実施に関する業務 
 ⑵ 大津市民会館（以下「会館」という。）のホール等の使用の許可に関する業務 
 ⑶  会館の施設及び設備の維持管理に関する業務 
 ⑷ その他市長が定める業務 
 
２ 選定委員会の委員 
  市民部長（委員長）、同部次長、教育部次長、弁護士、公認会計士、龍谷大学教授、成安造形

大学教授（特別委員） 計７人 
 
３ 選定経過 
 ⑴ 第１回選定委員会（令和５年７月４日） 
    委員の任命及び委嘱並びに募集要項、選定方法等の審議 
 ⑵ 募集要項の配布（令和５年７月１０日から同月３１日まで） 
 ⑶ 現地説明会の実施（令和５年８月２１日）      ３団体 
 ⑷ 申請受付（令和５年８月２５日から同月３１日まで） ２団体 
 ⑸ 第２回選定委員会（令和５年９月１９日） 
    申請状況の説明並びに申請内容及びヒアリングに係る評価項目の審議 
 ⑹ 第３回選定委員会（令和５年９月２６日） 

    ヒアリングの実施、評価項目に基づく審議、採点結果の報告及び候補者の決定 
 
４ 申請者数 ２団体 

 
５ 主な審査項目 
  安定的な運営、サービスの向上、経費の縮減 
 
６ 指定管理者 
  東京都千代田区神田小川町一丁目２番地 
   株式会社ケイミックスパブリックビジネス 
 
７ 選定理由 
  （第１順位） 上記６のとおり 
         利用の促進策及び利用者の要望等を施設の運営に反映させるための方策が具

体的であることが特に高く評価できることから、更なるサービスの向上及び利

用促進が期待できるため 
 （第２順位） 該当者なし 

 
８ 指定期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 



［議案第１６４号資料］ 
 

指定管理者の指定について（大津市立大津公民館） 
 
１ 主な管理業務 

⑴ 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２２条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

⑵ 大津市立大津公民館（以下「大津公民館」という。）の会議室等の使用の許可に関する業

務 

⑶ 大津公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

⑷ その他教育委員会が定める業務 

 
２ 選定委員会の委員 
  市民部長（委員長）、同部次長、教育部次長、弁護士、公認会計士、龍谷大学教授、成安造形

大学教授（特別委員） 計７人 
 
３ 選定経過 
 ⑴ 第１回選定委員会（令和５年７月４日） 
    委員の任命及び委嘱並びに募集要項、選定方法等の審議 
 ⑵ 募集要項の配布（令和５年７月１０日から同月３１日まで） 
 ⑶ 現地説明会の実施（令和５年８月２１日）      ３団体 
 ⑷ 申請受付（令和５年８月２５日から同月３１日まで） ２団体 
 ⑸ 第２回選定委員会（令和５年９月１９日） 
    申請状況の説明並びに申請内容及びヒアリングに係る評価項目の審議 
 ⑹ 第３回選定委員会（令和５年９月２６日） 
    ヒアリングの実施、評価項目に基づく審議、採点結果の報告及び候補者の決定 
 
４ 申請者数 ２団体 

 
５ 主な審査項目 
  安定的な運営、サービスの向上、経費の縮減 
 
６ 指定管理者 
  東京都千代田区神田小川町一丁目２番地 
   株式会社ケイミックスパブリックビジネス 
 
７ 選定理由 
  （第１順位） 上記６のとおり 
         利用の促進策及び利用者の要望等を施設の運営に反映させるための方策が具

体的であることが特に高く評価できることから、更なるサービスの向上及び利

用促進が期待できるため 
  （第２順位） 該当者なし 
 
８ 指定期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 



［議案第１６５号資料］ 
 

指定管理者の指定について（大津市おごと温泉観光公園） 
 
１ 主な管理業務 

⑴ 大津市おごと温泉観光公園条例（平成２２年条例第３８号）第４条各号に掲げる事業の実

施に関する業務 
⑵ 大津市おごと温泉観光公園（以下「公園」という。）を利用に供する業務 
⑶ 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務 
⑷ その他市長が定める業務 

 
２ 選定委員会の委員 

滋賀県立大学特任准教授（委員長）、弁護士、公認会計士、産業観光部長、同部次長 計５

人 
 

３ 選定経過 
⑴ 第１回選定委員会（令和５年７月２８日） 

委員の任命及び委嘱並びに募集要項、仕様書、選定方法等の審議 
⑵ 募集要項の配布（令和５年８月４日から同月２２日まで） 
⑶ 現地説明会の実施（令和５年８月２９日）    １団体 
⑷ 申請受付（令和５年９月１日から同月７日まで） １団体 
⑸ 第２回選定委員会（令和５年９月１５日） 

    申請状況の説明及びヒアリングに係る評価項目の審議 
⑹ 第３回選定委員会（令和５年９月２９日） 
   ヒアリングの実施、評価項目に基づく審議、採点結果の報告及び候補者の決定 
 

４ 申請者数 １団体 
 
５ 主な審査項目 
  安定的な運営、サービスの向上、経費の縮減等 
 
６ 指定管理者 
  大津市雄琴六丁目５番１号 

おごと温泉旅館協同組合 
 

７ 選定理由 
施設の管理運営の経験及び実績を活

い

かした安定的な運営が期待でき、施設の設置目的を効果

的に達成できると評価したため 
 
８ 指定期間 
  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 



［議案第１６６号資料］ 
 

指定管理者の指定について（大津祭曳山展示館） 
 
１ 主な管理業務 

⑴ 大津市大津祭曳山展示館条例（平成２７年条例第７号）第３条各号に掲げる事業の実施に

関する業務 
⑵ 大津祭曳山展示館（以下「展示館」という。）のホールの使用の許可に関する業務 
⑶ 展示館の施設及び設備の維持管理に関する業務 
⑷ その他市長が定める業務 

 
２ 選定委員会の委員 

滋賀県立大学特任准教授（委員長）、弁護士、公認会計士、産業観光部長、同部次長 計５

人 
 

３ 選定経過 
⑴ 第１回選定委員会（令和５年７月２８日） 

委員の任命及び委嘱並びに募集要項、仕様書、選定方法等の審議 
⑵ 募集要項の配布（令和５年８月４日から同月２２日まで） 
⑶ 現地説明会の実施（令和５年８月２９日）    １団体 
⑷ 申請受付（令和５年９月１日から同月７日まで） １団体 
⑸ 第２回選定委員会（令和５年９月１５日） 

    申請状況の説明及びヒアリングに係る評価項目の審議 
⑹ 第３回選定委員会（令和５年９月２９日） 
   ヒアリングの実施、評価項目に基づく審議、採点結果の報告及び候補者の決定 
 

４ 申請者数 １団体 
 
５ 主な審査項目 
  安定的な運営、サービスの向上、経費の縮減等 
 
６ 指定管理者 
  大津市中央一丁目２番２８号 

特定非営利活動法人大津祭曳山連盟 
 

７ 選定理由 
施設の管理運営に係る経験及び実績を活

い

かした安定的な運営が期待できるとともに、催しの

開催等展示館を活用した誘客策に工夫がみられることから、施設の設置目的を効果的に達成で

きると評価したため 
 
８ 指定期間 
  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 



［議案第１６７号資料］ 
 

指定管理者の指定について（大石緑地スポーツ村（一部を除く。）） 
 
１ 主な管理業務 
 ⑴ 大石緑地スポーツ村（一部を除く。）を利用に供する業務 
 ⑵ 有料公園施設の使用（その目的以外の使用を除く。）の許可に関する業務 
 ⑶ 公園施設の維持管理に関する業務 
 ⑷ その他市長が定める業務 
 
２ 選定委員会の委員 
  龍谷大学教授（委員長）、弁護士、公認会計士、都市計画部次長、都市計画課長 計５人 
 
３ 選定経過 
 ⑴ 第１回選定委員会（令和５年７月５日） 
    委員の任命及び委嘱並びに募集要項、選定方法等の審議 
 ⑵ 募集要項の配布（令和５年７月１４日から同月２８日まで） 
 ⑶ 現地説明会の実施（令和５年８月４日）      ２団体 
 ⑷ 申請受付（令和５年８月７日から同月３１日まで） １団体 
 ⑸ 第２回選定委員会（令和５年９月１５日） 
    申請状況の説明及びヒアリングに係る評価項目の審議 
 ⑹ 第３回選定委員会（令和５年９月２９日） 

ヒアリングの実施、評価項目に基づく審議、採点結果の報告及び候補者の決定 
 
４ 申請者数 １団体 
 
５ 主な審査項目 
  安定的な運営、質の高いサービスの提供、適確な経営、施設の特色を活

い

かした運営 
 
６ 指定管理者 

おおつ協会都市公園グループ（大石） 

構成団体 大津市浜大津四丁目１番１号 

      公益財団法人大津市公園緑地協会 

     大阪市天王寺区烏ヶ辻１丁目２番１６号 

      ゼット株式会社 

 
７ 選定理由 

全ての審査項目において最低水準点を上回るとともに、施設の特色を活かした運営の項目に

ついては特に評価できることから、施設の設置目的を効果的に達成できると評価したため 
 
８ 指定期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 



 
［議案第１６８号資料］ 
 

指定管理者の指定について（大津市大谷乗馬場） 
 
１ 主な管理業務 

⑴ 大津市大谷乗馬場（以下「乗馬場」という。）を利用に供する業務 
 ⑵ 乗馬場の使用の許可に関する業務 

⑶ 乗馬場の施設及び設備の維持管理に関する業務 
 ⑷ その他市長が定める業務 

  
２ 選定委員会の委員 

市民部長（委員長）、同部次長、弁護士、公認会計士、龍谷大学教授 計５人 
 

３ 選定経過 

 ⑴ 第１回選定委員会（令和５年７月４日） 

委員の任命及び委嘱並びに仕様書、選定評価基準等及び管理を行わせようとする法人等

として指名するものの審議。管理を行わせようとする法人等として、大津市乗馬連盟（以

下「連盟」という。）を指名 

    ＜指名の理由＞    

    乗馬場の前身は、昭和２８年に柳が崎地先にあった米軍専用乗馬クラブ（国有財産）

の払下げを受けて開設した大津市柳が崎大津市営馬術練習場である。 

その後、昭和４０年に大谷町に乗馬を通じて市民のスポーツ、レクリエーションの普

及振興を図るための施設として大津市営大谷乗馬場（現在の乗馬場）が完成し、以来、

市内で唯一の乗馬組織であった連盟に、長年にわたり乗馬場の管理運営を委託してきた

経緯がある。 

そして、上記の経緯により、平成１８年度に指定管理者による管理に移行した際にも、

連盟を指定管理者に指定し、現在に至っている。 

乗馬場の管理に当たっては、馬事の普及と体育の向上を図り、もって市民スポーツの

振興に寄与するという連盟の目的が、乗馬場の設置目的及び機能と合致していることか

ら、連盟が指定管理者として適任である。 

また、連盟は、これまでの乗馬場の管理運営に当たっては公共性及び公益性を重視し

た自主事業を実施しており、馬の生態を熟知した豊富な経験を基に市民向けの乗馬教室

の開催や連盟の所有馬を活
い

かした障害者を対象とするホースセラピー事業の開催、学生

への馬術指導及び若手指導者の育成等を行っている。 

これらの理由により、連盟が引き続き管理運営することで乗馬場の効率的な運用及び

利用者の利便性の向上を図ることができるため、連盟を乗馬場の管理を行わせようとす

る法人等として指名するものである。 

 ⑵ 指名通知（令和５年７月１８日） 

 ⑶ 申請書受理（令和５年８月１４日） 

⑷ 第２回選定委員会（令和５年９月１９日） 

    申請書類の書面審査及びヒアリングに係る評価項目の審議 

⑸ 第３回選定委員会（令和５年９月２６日） 

    ヒアリングの実施、評価項目に基づく審議、採点結果の報告及び候補者の決定 



 
４ 主な審査項目 

安定的な運営、サービスの向上、経費の縮減・増収策等 
 
５ 指定管理者 

  大津市大谷町１番１号 
大津市乗馬連盟 

    会長 中江 忠洋 
 
６ 選定理由 

各審査項目の点数及び合計点数がそれぞれの最低水準点を上回っているとともに、豊富な経

験と実績を活かし、効率的かつ安定した運営が期待できるため 
 
７ 指定期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 


